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令和 4年 4月 15日 

産前産後休業 

前号でご紹介したとおり、今号以降にて育児・介護休業等規程改正を中心にご案内をさせ

ていただく旨お知らせしました。 

そこで、その出だしとして、今号では、育児休業前の産前産後休業について、解説します。 

なお、お陰様をもちまして、当職は出世し（？）、今月 9 日より You Tuber となりまし

た。第 1回目は以下の内容です。ご覧いただきますと同時にチャンネル登録をお願い申し上

げます。 

 

動画（You Tube）配信 

動画の URL 等は次のとおりです。第 1 回目は、計画を立てる仕事により、遣り甲斐があ

って、成長できる仕事を目指しましょうとの内容です。 

2回目以降もよろしくお願いいたします。 

 

社会保険労務士チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCUHFVsnXW9LJGy4HG4hRQZw 

「社会保険労務士 企業と働く皆様へ」でも検索できます 

 

１ 産前産後休業 

使用者は、6週間（多胎妊娠の場合は、14週間）以内に出産する予定の女性が休業を請

求した場合においては、その者を就業させることはできません（労働基準法第 65 条第 1

項）。したがって、当該女性労働者が請求しない場合は、付与する必要はありません。と

はいえ、就労中に急に産気づくといった可能性を考慮すると、出産予定日ぎりぎりまで就

業することは避けた方がよいでしょう。 

次に、産後 8週間を経過しない女性は就業させることはできません。ただし、産後 6週

間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた

業務に就かせることは可能です（労働基準法第 65条第 2項）。産後 6週間の休業は、強

制休業ですから、この間は、たとえ当該労働者が希望しても就業させることはできません。 

産前休業の期間は、自然分娩予定日を基準とし、出産が予定日より早くなったときは、

その分産前休業は短くなり、遅いときはその分も産前休業期間となります。そして、出産

当日は産前休業日に含めます。 

巻末に協会けんぽ作成の「産前産後休業期間一覧表」がありますので、参照ください。 

 

２ 妊娠中の軽易業務への転換 

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなけれ

ばならないと規定されているところ（労働基準法第 65条第 3項）、新たな軽易業務を創
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設してまで与える義務を課したものではないと解されています。 

ところで、医学上、妊娠期間とは、受精卵が子宮に着床したときから出産までとなりま

す。しかし、着床の日は定かではありません。そこで、臨床上、最終月経の第 1日から出

産に至るまでを妊娠期間としています。ずばり、予定日どおりの出産は 4％程度で、大多

数はその前後 2週間、計 4週間のうちに出産となるようです。 

 

【妊娠について】 

妊娠とは、「受精卵の着床から始まり、胎芽または胎児および付属物の排出をもって終

了するまでの状態」（日本産科婦人科学会）をいいます。つまり、卵子と精子が出会って

「受精」し、受精卵が女性の子宮に「着床」するところから妊娠はスタートするのです。 

受精から約 35時間後、たった一つの細胞だった受精卵は、細胞分裂を開始し、そして、

驚くべきことに、皮膚や筋肉、骨、内臓など、ほとんどの器官や組織の土台が、受精後４

～8週（妊娠 6～10 週）という早い段階で形成されていきます。そして、約 10カ月間（40

週間）、子宮に優しく包まれ、温かい羊水の中で赤ちゃんは育っていくのです。 太古の地

球で、初めて生命が誕生した場所は、海であったと言われています。そして、また、わた

したちの新しい生命も羊水の中で育まれていくなんて、とっても神秘的なことだと思い

ませんか？ 

出典：公益財団法人日本看護協会 

 

３ 出産とは 

産前産後の出産とは、妊娠 4か月以上（1か月 28日×3＋1＝85日以上）をいい、生産

だけではなく、死産や流産も含まれます。 

ウクライナでは、砲弾が飛び交う地下室や病院で生まれたことが報道されています。す

べての子が無事に生まれてほしいものです。 

 

４ 危険有害業務の就業制限 

あまり例はないと思われますが、使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガ

スを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせ

ることはできません（労働基準法第 64条の 3第 1項）。 

妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後 1年を経過しない女性をいいます。 

 

５ 妊産婦の労働時間 

使用者は、妊産婦が請求した場合、週 40 時間、1 日 8 時間を超えて労働させることは

できません。また、妊産婦が請求した場合、非常事由又は 36協定によっても時間外・休

日労働をさせることはできません。更には、妊産婦が請求した場合、深夜業をさせること

はできません（労働基準法第 66条）。 
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６ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 

事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受

けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません（雇用の分

野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 12 条、同法施行規則第 2

条の 4第 1項）。具体的には、 

⑴ 妊娠 23週まで：４週に１回 

⑵ 妊娠 24週から 35週まで：２週に１回 

⑶ 妊娠 36週から出産まで：１週に１回 

また、上記女性労働者が出産後 1年以内である場合は、医師又は助産師が保健指導又は

健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を

確保することができるようにする必要があります（同法施行規則第 2条の 4第 2項）。 

 

７ ノーワークノーペイの原則 

民法第 624 条では、約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができ

ず、また、期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる

と定めています。これはノーワークノーペイの原則を規定したものと解されています。 

したがって、産前産後休業、病気休職、育児休業、介護休業等、多くの休業休暇では、

労働基準法上は、無給となります（就業規則等で有給と定めたときはそれに従います）。 

 

民法 

（報酬の支払時期） 

第 624 条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することが

できない。 

２ 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 

 

８ 産前産後休業の所得補償 

前項のことから、産前産後休業の多くは無給となります。このため、健康保険において、

出産手当金の制度があります。その支給要件は次のとおりです。 

⑴ 被保険者が出産のため会社を休んだこと。 

⑵ ⑴の間に給与の支払いを受けなかったこと。 

⑶ 出産の日（実際の出産が予定日後のときは出産予定日）以前 42日（多胎妊娠の場合

98日）から出産の翌日以後 56日目までの範囲内。 

⑷ 1 のとおり、出産日は出産の日以前の期間に含まれ、出産が予定日より遅れた場合、

その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。 
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９ 出産手当金の額 

次の⑴又は⑵によって計算式した額が受給できます。傷病手当金と同じく所得保障で

すから、給与が支給される方は除かれ、受給額は標準報酬月額に対する保障となります。

大雑把には、標準報酬月額の 3分の 2と理解しておけばよいのです。 

 ⑴ 支給開始日以前の継続した 12か月間以上の被保険者期間がある方 

出産手当金の 1日当たり金額 

＝支給開始日※1 以前の継続した 12 か月間の標準報酬月額を平均した額÷30 日×

2/3 

 ⑵ 支給開始日以前の期間が 12か月に満たない方 

次のいずれかの低い額を使用して計算します。 

① 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 

② 30万円（支給開始日が平成 31年 4月 1日以降の方に限る）※2 

 

※1 支給開始日とは、最初に出産手当金が支給される日です。 

※2 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の 9月 30日における全被保険者

の同月の標準報酬月額を平均した額です。したがって、標準報酬月額の動向により変動

します。 

 

10 資格喪失後の出産手当金 

現在、第一子出産後に約 5割の女性が出産・育児により退職している現状があり、育

てた従業員が引き続き勤務できる環境の構築が必要です。 

ところで、前記現状から、退職した場合の出産手当金はどのような取扱いとなるかで

す。被保険者の資格を喪失した日（任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、

その資格を取得した日）の前日まで引き続き 1年以上被保険者（任意継続被保険者を除

きます）であった者で、その資格喪失時に出産手当金の支給を受けているときは、被保

険者として受けることができるはずであった期間、継続して給付を受けることができま

す。 

端的には、事業所勤務被保険者の被保険者期間が 1年以上あり、資格喪失時に出産手

当金を受けているときは、資格喪失後であっても残りの期間分の出産手当金を受給でき

ます。 
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